
令和 3年 4月



＊床面積が次の要件にあてはまること。建築の場合 : 13 ㎡以上／購入の場合 : 50 ㎡以上 ( 地上 3階以上の共同住宅の場合は 30 ㎡以上）
　ただし令和 2年 12 月 1日から令和 3年 11 月 30 日までの期間に購入 ( 不動産売買契約 ) した方は、40 ㎡以上に緩和されます。
＊新築住宅とは、新たに建築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのない住宅 ( 建築工事完了日から 1年を経過したものを除く）
　中古住宅とは、上記、新築住宅に該当しない住宅。





●申請受付開始：消費税率引上げ日<平成 26(2014) 年４月１日 >
●引渡期限：対象となる住宅の引渡期限は令和 3(2021) 年 12 月 31 日です。
　　　　　　ただし、令和 3年度の税制改正により、下記の期間に契約した方に
　　　　　　ついて申請の対象となる住宅の引渡し期限が令和４(2022) 年 12 月 31 日
　　　　　　に延長されます。
　　　　　　　　　・建築 ( 工事請負契約 ) の場合　：令和 2年 10 月 1日から令和 3年 9月 30 日まで
　　　　　　　　　・購入 ( 不動産売買契約 ) の場合：令和 2年 12 月 1日から令和 3年 11 月 30 日まで
　　　　　　　　　・補修 ( 工事請負契約 ) の場合　：令和 2年 12 月 1日から令和 3年 11 月 30 日まで
●申請期限：住宅の引渡しを受けてから 1年以内です。

住まいの復興給付金事務局
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